
日米規制改革及び競争政策イニシアティブ・4年日の報告書  

（概  要）  

平成17年11月1日  

北 米 第 二 課  

11月1日に公表された「日米規制改革及び競争政廉イニシアティブ」4年日の対話に  

関する両国首脳への報告書の主な記載事項概要は以下のとおり。  

臣璽誌  
（1）固定電話通話量の減少が続く中、コスト算定モデルの見直しやmSコストの除外  

によって接続料の上昇抑制が図られた。  

（2）携帯電話用周波数の新たな開放に向けて透明な手続による作業が進展している。  

（3）（日米共通事項）電気通信機器の相互承諾協定（MRA）早期締結に向けて交渉を進  

め、また日本で試験された情報技術横領切要入れ実現に向け作業する意思を確認。  

Ⅱ．情報技術（IT）  

（1）個人情報保護、セキュリティ、裁判外紛争解決制度〔ADR）整備により電子商取   
引の環境亜備が進展。迷惑メー／レ対策における米国との協力を確執  
（2）知的財産推進計画により知財保護政策を推進。  

（3）新しい調達制度の活用等による省庁横断的なIT調達改革が進展。  

エネルギー   

電力・ガス市場の自由化に係る電気事業蔭とガス車業法の改正を受け、電力・ガス市場  

における部分自由化範囲拡大に係る詳細な制度設計についての詰鴇が着実に進展。尚、ガ  

ス分野に引き続き、電力分野においては、この詳細制度設計に基づき、4月より新たな制  

度の運用を開始したところ。  

（1）効率的で質の高い医療を確保するべく、透明性を確保しつつ医療機器・医薬品価格   

算定制度の見直しを継続．医薬品等の価格算定について、引き続き画期的な医薬品等   

の適切な評価及び透明性の確保に努める。  

（2〕医薬品医療機器総合横構（PMDA）が引き続き薬事承認プロセス迅速化のための努   

力を紬乱  

Ⅴ．金魚サービス  

（1）「金融改革プログラム」（昨年12月発表）に基づき、高度な「金融サービス立国」   

に向けて金融改革を実施。  

（2）ノーアクションレター制度の更なる活用に向けた措置を継続。  

競争政策  

（1）課徴金算定率の引上げや公取委の法執行力強化を含む改正独占禁止法が4月に国会   

で成立。  

（2）橋梁談合事件を受けて再発防止のための検討を実施。地方自治体での談合対策措置   

を引き続き実施。  

（3）規制後和が進んでいる分野や民営化の過程において、公取委と関係省庁が連携して   

競争促進を実現．  
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透明性及  

（1）パブリック・コメント手続について、改正行政手続法においてこれを法制化し、最   

低30日間の意見募集期間を原則義務づける等の制度改正を実施。  

（2）構造改革特別区域（特区）を引き続き日本経済再活性化の重要な要素と位置づけ、   

特区認定や全国化を透明な形で行うとともに、内外無差別の原則を維持。  

（3）いわゆる「無認可共済」に対する新しい規制の導入や、保険契約者保護機構（PPC）   

制度の見直しを含む改正保険業法が成立。  

（4）現在、日本郵政公社は簡保新商品を導入する計画を有していない。現行郵政事業に   

係る透明性を引き続き確保。   

郵政民営化関連法が10月に国会で成立。民営化後の各会社は、原則として、他の民間  
事業者と同様の規制のもとで業務を行うことなどを同法に規定。また、郵政民営化の過程  

における透明性の確保に配慮。  

Ⅸ．司法・制度改革  

（1）4月に改正外弁法施行。  

（2）裁判外紛争解決制度（ADR）の利用の促進を図るための法律が成立。同法はADR   
サービス提供者が自主的にADR手続を定めることを許容するなど国際的な基準や慣   
行に配慮。  

Ⅹ．商法・  
（1）合併等対価の柔軟化を含む会社法が6月に国会で成立した。  

（2）年金基金や投資信託において、議決権の代理行使等に関する改善措置が進展。   

成田国際空港株式会社と国際航空運送協会（IATA）との協議が合意に至り、10月か  

ら着陸料の引き下げを実施。  

評悪霊横断的醜  

1．領事事項  

（1）6月に査証免除継続のためのIC旅券導入期限の1年延長を発表。  
（2）入国地点で収集された渡航者の生体情報を引き続き厳格に管理。  

（3）米国査証（ビザ）申請・更新に係る負担軽減のため米国政府が努力、また、商用査  

証の国内更新制度復活について引き続き検討。  

（4）全米で唯一、社会保障番号を持たない外国人が運転免許を取得できなかったイリノ  

イ州で1月にこれを可能にする法律が施行。   

2．流通   

物流安全対策と円滑な貿易との両立について、①米国の物流安全プログラムに参加した  

企業の貨物については検査回数が削減される等の便益を明確化、②個人による米国への食  

品郵送に係る負担軽減につき引き続き検討。   

？．貿易・投資国連措置   

ダンピング防止（AD）措置について、関連各国内法と WTO協定との整合性を確保。  
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バード修正条項を廃止する立法等を行政府として支持。   

4．制裁法   
米国の制裁法についての日本政府の問題意藤を認識L、米国政府の考え方を説明。   

5．競争政策   
連邦反トラスト法の適用に関する制限及び除外の適切な対象範囲について見直しを継  

続。この関連で、行政府として具体的係争案件に係る裁判所への意見書を提出。   

8．法律サービス及びそ町他誌律関連事項   

全米法律家協会（A且A）の取組を受けて外国弁護士を受入れる州が増加。引き続き日  
本政府の要望実現に向け法曹界や州司法当局と協力。  

Ⅱ．電気通信  

（1〕商用衛星輸出許可手続の効率化に向けた努力を継続すると共に、個別事例を含む技   

術情報開示規制に関する議論を日米間で継続。  

（2）外資参入規制に関する日本政府との議論・情報提供を裾線。  

（3）インターネット関連サービスの進展やブロードバンド化に伴う各種規制の検討・見   

直しが進展。  

Ⅲ．情報技術（IT）  

（1）米国におけるネット上の著作権保護に閲し、利用可龍化権、生の実演、人格権、放   

送機関の権利等の保護や、権利者と発信者の利益のバランスに立脚した発信者情報開   

示の手続の重要性を散乱  

12）（日米共通事項）第三国での知的財産権保護推進に向け、二国間・地域内・多国間   

の枠組みでの協力の継続を確認。  

エネルギー  

（1）エネルギーの生産と流通の仕組みを近代化することを目的とした2005年エネルギー   

政策法が成立。  

（2）エネルギー市場への信頼回復に向け規制当局の監視能力を強化。  

（3）連邦と州の規制の調和等に向けた努力を継続。  

（1）医療機器・医薬品の相互承認について日本と情報交換、協力を促進。米国内の新薬   

承認等の手続きに、国際的な基準を超える規制がある問題や国際的な基準が導入され   

ていない問題の解決に向け、技術的な検討を行う。  

（2）先進国間で調和した基準がありながら米国政府が別途の規制を課している新案承認   

等の手続きについて、国際基準の導入に向け検討を継続。医薬品等の品質管理基準な   

どに関する情報の共有のため、双方の合意形成に向けた取組みを継続する。  

金融サービス   

企業再編時における外国証券発行企業に係る登録要件や、金融持株会社の資格取得につ  

いての日本側の関心を認識し、議論を継続。  

（了）  
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